
 
 

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  富 士 宮 市 は 、 経 済 環 境 の 変 化 に よ る 売 上 げ の 減 少 や 原 材 料 等 の

高 騰 の 影 響 を 受 け て い る 市 内 の 中 小 企 業 者 の 資 金 調 達 を 支 援 し 、 経 営

の 安 定 化 を 図 る た め 、 静 岡 県 の 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 を 借 り 受 け た 中

小 企 業 者 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 利 子 補 給 金 を 交 付 す る も の と

し 、 そ の 交 付 に つ い て は 、 富 士 宮 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ９ 年 富 士

宮 市 規 則 第 ２ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、こ の 要

綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  中 小 企 業 者  中 小 企 業 信 用 保 険 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ ４ 号 ）

第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 を い う 。  

⑵  経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金  静 岡 県 中 小 企 業 経 営 安 定 資 金 融 資 制 度 要

綱 （ 平 成 １ ４ 年 ３ 月 ２ ０ 日 付 け 商 金 第 ５ ０ ０ 号 静 岡 県 商 工 労 働 部 長

通 知 ） 別 表 経 営 安 定 資 金 の う ち 、 経 済 変 動 対 策 貸 付 （ 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 対 応 枠 に 限 る 。） の 要 件 に 該 当 す る も の を い う 。  

（ 利 子 補 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  利 子 補 給 対 象 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と

す る 。  

⑴   令 和 ２ 年 ３ 月 １ ８ 日 か ら 県 の 取 り 扱 う 期 限 ま で の 間 に 経 済 変 動

対 策 貸 付 資 金 を 借 り 受 け た 、又 は 同 日 ま で に 静 岡 県 信 用 保 証 協 会 に

申 し 込 み 、経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 を 借 り 受 け た 中 小 企 業 者 で あ る こ

と 。  

 ⑵  市 内 に お い て 原 則 と し て １ 年 以 上 継 続 し て 同 一 の 事 業 を 営 ん で い

る こ と 。  

 ⑶  市 税 を 完 納 し て い る こ と 。  

 （ 補 助 額 ）  

第 ４ 条  補 助 額 は 、 利 子 補 給 対 象 者 が 償 還 し た 利 子 額 と す る 。 た だ し 、



 
 

返 済 遅 延 に よ り 加 算 さ れ た 延 滞 利 子 は 、 補 助 対 象 外 と す る 。  

 （ 利 子 補 給 の 期 間 ）  

第 ５ 条  利 子 補 給 の 期 間 は 、 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 の 借 り 受 け 後 ３ 年 以

内 と す る 。  

 （ 交 付 申 請 等 ）  

第 ６ 条  利 子 補 給 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 １ ２ 回 目 、 ２ ４ 回 目

及 び ３ ６ 回 目 の 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 の 利 子 の 支 払 日 （ 繰 上 返 済 を 行

っ た 場 合 は 、 繰 上 返 済 日 ） か ら そ れ ぞ れ ３ ０ 日 以 内 に 、 補 助 金 交 付 申

請 書 に 次 の 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  所 要 額 計 算 書 （ 第 １ 号 様 式 ）  

⑵  利 子 支 払 証 明 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

⑶  市 税 完 納 証 明 書  

２  規 則 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 実 績 報 告 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 補

助 金 交 付 申 請 を も っ て な さ れ た も の と み な す 。  

（ 交 付 確 定 ）  

第 ７ 条  規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 確 定 は 、 規 則 第 ６ 条 第 １

項 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 決 定 通 知 を も っ て な さ れ た も の と み な す 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 芝 川 町 の 編 入 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

２  芝 川 町 の 編 入 の 日（ 以 下「 編 入 日 」と い う 。）以 後 に お け る 第 ３ 条 第

２ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 編 入 日 の 富 士 宮 市 の 区 域 を も っ て 市 内

と み な す 。  

３  編 入 日 前 の 芝 川 町 の 区 域 内 に あ る 中 小 企 業 者 に 係 る 第 ５ 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 の 借 り 受 け 後 」 と あ

る の は 「 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 」 と す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 １ ８ 日 副 市 長 決 裁 ）  



 
 
 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ２ 年 度 分 の 補 助 金 か  

ら 適 用 す る 。  

（ 原 油 ・ 原 材 料 高 対 応 の 特 例 ）  

４  令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 限 り 、 第 ２ 条

第 ２ 号 中 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 枠 」 と あ る の は 、 「 原 油 ・

原 材 料 高 対 応 枠 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 枠 」 と す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ １ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ２ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 以 後 に 借

り 受 け た 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 に つ い て 適 用 す る 。  

附  則 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 借

り 受 け た 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 に つ い て 適 用 す る 。  

 


